
第

三

百

三

十

号

令

和

四

年

九

月

六

日

(

火
曜
日)

目

次

公

示

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

三
六
九
ペ
ー
ジ

公

示

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

垂
井
町
土

地
改
良
区

令
和�･�･��
理
事

藤

塚

正

弘

不
破
郡
垂
井
町
宮
代

一
五
九
七
番
地

同

古

川�
治

同

栗
原
一
五
二
一
番
地
の
一

同

藤

墳

守

同

表
佐
一
八
一
四
番
地
の
一

同

富

田

良

一

同

二
二
一
〇
番
地
の
三

同�
瀬

重

一

同

綾
戸
一
〇
五
六
番
地
の
七

同

森

川

祥

史

同

平
尾

二
五
二
番
地
の
一

同

戸

倉

文

雄

同

府
中
二
四
五
七
番
地
の
一

同

岡

本

平
治
郎

同

敷
原

九
七
番
地

同

藤

井

恒

典

同

大
石

二
四
一
番
地

同�
見

哲

郎

同

岩
手

二
四
二
九
番
地

令和４年９月６日 岐 阜 県 公 報 第 330 号( 369 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
九
月
六
日



同

北

村

巖

同

六
三
七
番
地
の
二

同

岩

田

透

同

府
中
一
四
一
二
番
地
の
七

同

三

浦

高

雄

同

一
五
四
九
番
地
の
四

監
事

富

田

政

美

同

表
佐
一
二
八
二
番
地
の
一

同

野

田

耕

治

同

岩
手

五
九
六
番
地

同

岩

田

武

同

一
一
一
二
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

垂
井
町
土

地
改
良
区

令
和�･�･��
理
事

廣

岡

清�
不
破
郡
垂
井
町
宮
代

一
五
七
八
番
地

同

古

川�
治

同

栗
原
一
五
二
一
番
地
の
一

同

藤

墳

守

同

表
佐
一
八
一
四
番
地
の
一

同

富

田

良

一

同

二
二
一
〇
番
地
の
三

同�
瀬�
実

同

綾
戸

四
五
八
番
地
の
二

同

森

川

祥

史

同

平
尾

二
五
二
番
地
の
一

同

戸

倉

文

雄

同

府
中
二
四
五
七
番
地
の
一

同

衣

斐

忠

好

同

梅
谷

三
九
六
番
地

同

藤

井

恒

典

同

大
石

二
四
一
番
地

同�
見

哲

郎

同

岩
手

二
四
二
九
番
地

同

松

岡

和

義

同

五
五
五
番
地

同

岩

田

透

同

府
中
一
四
一
二
番
地
の
七

同

三

浦

高

雄

同

一
五
四
九
番
地
の
四

監
事

富

田

政

美

同

表
佐
一
二
八
二
番
地
の
一

同

野

田

耕

治

同

岩
手

五
九
六
番
地

同

岩

田

武

同

一
一
一
二
番
地

第 330 号 岐 阜 県 公 報 令和４年９月６日 ( 370 )

令
和
四
年
九
月
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


